
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成25年(2013年)3月 

旭川市 

 
 
 

◆この計画は，健康的な生活習慣の形成や生活習慣の改善による疾病の発生予防を中心とし

た健康づくりに焦点を当て，市民の皆様の健康づくりを支援するための計画です。 

 

◆生活習慣病の発症や予防に関係する基本要素となる「栄養・食生活」「身体活動・運動」

など，６つの分野から市民の皆様の総合的な健康づくりを推進します。 
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平成14年度～平成24年度
（2002年度～2012年度） 

健康日本２１       
旭川計画  
開始 

平成25年度～平成３４年度
（2013年度～2022年度） 

第２次計画 

開始 

      

 

 

「第２次健康日本２１旭川計画」とは，国が中心となり平成１２年度にスタートした「健康日本  

２１（２１世紀の国民健康づくり運動）」を踏まえて本市が策定した「健康日本２１旭川計画」に続く   

第２次計画です。 

この計画は，新たに生じた健康課題や整備された法令など，私たちの健康づくりを取り巻く環境の

変化に対応するため，国が平成２４年７月に改正した「健康日本 21（第 2 次）」の考え方を踏まえて

おり，今後の本市における健康づくり施策を推進するための指針となります。 

また，本市の「まちづくり」の指針である「第 7 次旭川市総合計画」の個別計画のひとつとして   

位置付け，健康づくりに関連する本市の各計画と整合性（連携・調和）を図り，市民が健康に暮らせ

るまちづくりに向けた施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第２次健康日本２１旭川計画」とは？ １ 

第７次旭川市総合計画 

健康日本２１（第２次）・健康増進法 

（国の計画・法律） 

すこやか北海道２１ 

（都道府県健康増進計画） 

第２次健康日本２１旭川計画 

（市町村健康増進計画） 

【健康づくりに関連する主な計画】 

◆旭川市高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画  

◆旭川市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

◆旭川市次世代育成支援行動計画・ 後期計画 

◆第 2 次旭川市食育推進計画 

◆第 3 期旭川市障害福祉計画 

◆第 2 次旭川市スポーツ振興計画 

◆旭川市社会教育基本計画 

◆旭川市学校教育基本計画 

連
携
・
調
和 
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平成25年度 

（2013年度） 

計画 

開始 

平成29年度
（2017年度） 

中間 

評価 
平成34年度

（2022年度） 

総合 

評価 

 

 

 

この計画では疾病や障害の有無にかかわらず，すべての市民が生涯を通じて健やかで心豊かな生活

を送ることができるよう，「健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）

の延伸」と「ＱＯＬ（生活の質）の向上」を最終的な目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の期間は，平成 25 年度（2013 年度）から平成 34 年度（2022 年度）までの 10 年間とし

ます。 

また，目標の達成に向けた計画の適正な進行管理のため，開始から 5 年後を目途に中間評価を実施

し，目標の達成状況や社会情勢の変化等を踏まえた見直しを行います。   

最終年度となる平成 34 年度には，その後の健康づくり施策に反映させるため計画の総合的な評価

を行います。 

  

  

 

 

 

この計画の最終的な目的は？ ２ 

計画の期間と評価 ３ 

み
ん
な
で
取
り
組
む
健
康
づ
く
り 

従
来
の
健
康
づ
く
り 

健康づくりを支援

する環境・制度づく

りが坂道を緩やか

にする。 

個人の主体的な取

組を  社会で支え

る。 

本人 
保健医療 

関係機関・団体 

家族 

友人 

仲間 

本人 

健康は大事！！ 

でも坂は急だし， 

つらいから 

やめようかな・・ 
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栄養 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●運動習慣者の増加 

(週 2 回以上・1 回 30 分以上・  

1 年以上運動をしている者) 

 

 

 

 

運動を一緒にできる仲間を  

見つけます。 

 

地域・関係機関・ 

団体・行政等の連携 

により，市民が運動 

するためのより良い 

環境づくりに努めます。 

身体活動・運動 

 

現状 

男性 21.1% 

女性 13.2% 

 

目標値 

男性26%以上 

女性18%以上 

どのようなことが課題となっているのか？ ４ 

旭川市では悪性

新生物，心疾患，

脳血管疾患等が

死因別死亡割合

の約６割を占め

ています。 

 

生活習慣病の発症や進行には， 

食生活や運動習慣，嗜好品等の  

生活習慣が深く関わっていること

から，疾病の早期発見や治療に努め

るとともに，疾病の発病を予防する  

「一次予防」としての健康づくりが

重要です。 

 

●定期的な歯石除去や歯面清掃

で受診する人の増加 

(60 歳，過去 1 年間) 

 

 

 

 

歯や口の状態に適した 

セルフケアを実践します。 

 

 

地域住民の歯の健康に 

係る情報の収集， 

分析，提供を 

行います。 

 

 

 

●成人の喫煙率の減少 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙者は医療機関等を積極的に

利用するなどして，禁煙に  

チャレンジします。 

 

 

公共の場や職場等での 

禁煙・完全分煙対策 

を推進します。 

 

●がん検診の受診率の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

年に 1 回は健康チェックのため

の健(検)診を受診し，自分の健康

状態を確認します。 

 

 

地域の関係組織と連携 

しながら，市民の 

主体的な健康づくり 

を支援します。 

 

歯の健康 

 

たばこ 

 

糖尿病・循環器病・がん 

 

現状

34.3% 

目標値

38%以上 

現状 

男性 30.7% 

女性 16.2% 

 

目標値 

男性 20%以下 

女性 10%以下 

現状 

胃   8.3% 

肺   9.8% 

大腸 14.4% 

子宮 23.5% 

乳 29.1% 

目標値 

胃 10%以上 

肺 11%以上 

大腸 16%以上 

子宮 26%以上 

乳 32%以上 

 

●朝食を摂らない人の減少 

(20 歳代男性) 

 

 

 

 

 

早寝，早起きの習慣をつけ，  

朝食を食べる環境をつくりま

す。 

 

 

家庭での食育を支援 

するため，食育出前 

講座等を実施します。 

栄養・食生活 

現状

34.9% 

目標値

17%以下 

 

●自殺を考えるような強い  

ストレスを感じた人の減少 

 

 

 

 

 

生活リズムの整った規則正しい

生活習慣を心がけます。 

 

 

職場でのメンタル 

ヘルスに関する 

知識の普及・啓発 

活動に取り組みます。 

こころの健康 

 

現状

11.1% 

目標値

11%以下 
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 この計画では，市民，関係団体，行政などがそれぞれの役割を担い，計画の基本方針や目標を    

取り入れた健康づくりに関する取組を協働して進めることとしています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民の役割 

主役は市民一人ひとりです。健康づくりについ

ての正しい知識を身につけ，生活習慣の見直しと

自分に合った健康づくりを実践することで，   

一人ひとりの健康が実現できます。 

■地域団体の役割 

地域には，市民委員会，消費者団体，ＮＰＯ  

など多くの組織があります。 

これらの団体は，その特性を生かし，地域の 

実情に応じた自主的な活動を通じて市民の健康

づくりを支援することが期待されます。 

■学校（保育所，幼稚園，大学等含む）の役割 

学校は健康の大切さを認識し，家庭や地域と 

連携して健康的な生活習慣を育む場であり，  

未成年者の喫煙や飲酒の防止を進めるとともに， 

学校施設の開放などを通じて，地域の健康づくり

を支援することが重要です。 

■職場（企業等）の役割 

職場での健康管理をはじめ企業活動は，市民

の健康に大きく貢献しています。 

定期的な健康診断の実施や職場環境の整備， 

従業者の福利厚生の充実等に努めるとともに，

市民の健康づくりを意識した活動への協働が 

求められています。 

■保健医療関係団体等の役割 

専門家の立場から，健康づくりに関する情報

提供や相談対応をはじめ，保健・医療サービス

の提供や関係機関等への支援など，重要な役割

があります。 

■行政の役割 

本市は，市民一人ひとりが生涯を通じて健康づく

りを実現するための指針として，本計画の推進に 

当たり広く健康施策等の普及啓発を進めるととも

に，健康に関わる様々な機関・団体と連携し，市民

の主体的な健康づくりを社会全体で支え，守るため

の環境づくりを進めていきます。 

健康づくりの推進とそれぞれの役割 ５ 
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健康指標一覧 ８ 

１ 栄養・食生活の分野 

この計画では，「栄養・食生活」等の 6 分野において生活習慣の改善など健康づくりに関する具体的な取組目標と，    

その取組目標を具体的で実効性のあるものにするための健康指標（数値目標）を設定して施策を展開します。 

【設定の考え方】 

（１）国が推進する「健康日本２１（第 2 次）」や前計画の総合評価，市民アンケート調査結果等を踏まえて      

市民の健康状態や健康づくりに対する意識・行動の実態を把握し，重要性や実効性，地域性などを十分加味  

した取組目標や健康指標を設定します。 

（２）健康課題に応じて市民や関係機関・団体などが目標を共有できるように，分かりやすく親しみやすい取組目標

を設定します。 

（３）さらに，取組目標を具体的で実効性のあるものとし，目標の達成に向けた目安として健康指標を設定します。 

 朝食を摂る人を増やそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆朝食を摂らない人の減少 

20 歳代男性 

30 歳代男性 

20 歳代女性 

30 歳代女性 

(平成 23 年度) 

34.9% 

32.9% 

15.3% 

17.9% 

 

17%以下 

20%以下 

15.3%以下 

9.4%以下 

◆朝食を毎日食べている児童生徒

の増加 

  小学生（5 年生） 

  中学生（2 年生） 

 

(平成 23 年度) 

88.5% 

84.5% 

 

 

90%以上 

90%以上 

◆朝食又は夕食を家族と一緒に  

週 7 回以上食べる人の増加 

（18 歳未満の家族と同居して 

いる人） 

 

(平成 22 年度) 

73.3% 

 

 

85%以上 

 

適正体重を維持する人を増やそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆適正体重を知っている人の 

増加 

  男性 

  女性 

 

(平成 23 年度) 

91.7% 

86.3% 

 

 

100% 

100% 

◆適正体重を維持している人の 

増加(肥満・やせの減少) 

 

小学 5 年生肥満傾向児  

男性(20～60 歳代)肥満 

女性(40～60 歳代)肥満 

女性(20 歳代)やせ 

 

 

(平成 23 年度) 

 1.1% 

29.6% 

18.5% 

18.9% 

 

 

 

減少傾向へ 

26%以下 

15%以下 

15%以下 

◆低栄養傾向(BMI20 以下)の高齢者

の減少 

(平成 22 年度) 

19.2% 

 

 

24%以下 

  
栄養成分表示を参考にし，バランスのとれた食事をする人を増やそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆栄養成分表示の店の登録数の 

増加 

 

 

(平成 23 年度) 

201 件 

 

 

250 件以上 

◆外食や食品を購入する時に栄養

成分表示を参考にする人の増加   

男性 

女性 

 

(平成 23 年度) 

33.0% 

58.9% 

 

 

41%以上 

61%以上 

◆家ではいつも「主食・主菜・副菜」

を基本とした，栄養バランスの 

とれた食事を用意している人の

増加  

 

(平成 22 年度) 

64.3% 

 

 

 

80%以上 

 

◆食塩摂取量の減少 

(成人 1 人 1 日当たり) 

 男性 

  女性 

 

(平成 22 年度) 

11.9g 

9.8g 

 

 

9g 未満 

7.5g 未満 

◆野菜摂取量(平均値)の増加  

(成人 1 人 1 日当たり) 

 

 

(平成 22 年度) 

237g 

 

 

350g 以上 

◆果物摂取量 100g 未満者の減少 

(成人 1 人 1 日当たり) 

 

(平成 22 年度) 

54.2% 

 

 

30%以下 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 身体活動・運動の分野 

 
運動を楽しみ積極的に体を動かそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆スポーツ活動を行っている  

子どもの増加 

  小学生 

  中学生 

  高校生 

 

(平成 22 年) 

65.8% 

71.4% 

46.7% 

 

 

66%以上 

71%以上 

47%以上 

◆1 週間に 2 回以上運動する人の 

増加 

  (降雪期以外) 

  (降雪期) 

 

(平成 23 年度) 

48.6% 

46.6% 

 

 

53%以上 

51%以上 

◆１回の運動時間が３０分以上 

の人の増加 

  (降雪期以外) 

  (降雪期) 

 

(平成 23 年度) 

56.4% 

52.4% 

 

 

61%以上 

57%以上 

◆ほとんど運動しない人の減少 

  (降雪期以外) 

  (降雪期) 

(平成 23 年度) 

32.4% 

37.1% 

 

27%以下 

32%以下 

◆運動習慣者の増加 

（1 回 30 分・週２回，１年以上  

継続運動習慣を有する者） 

 

男性 

  女性 

 

 

 

(平成 23 年度) 

21.1% 

13.2% 

 

 

 

 

26%以上 

18%以上 

３ 休養・こころの健康づくり・アルコールの分野 

 
ストレスとの上手な付き合い方と解消法を身につけよう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆ストレス解消法を知っている人

の増加 

(平成 23 年度) 

80.5% 

 

100% 

◆心の健康について相談先を  

知っている人の増加 

(平成 23 年度) 

90.5% 

 

100% 

◆自殺予防ゲートキーパーの数の

増加 

(平成 21 年度) 

102 名 

 

1,000 名以上 

◆自殺を考えるような強いストレ

スを感じた人の減少 

(平成 23 年度) 

11.1% 

 

11%以下 

 
適切な休養を確保しよう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆睡眠による休養を充分に取れて

いない人の減少 

(平成 23 年度) 

18.0% 

 

15%以下 

◆就業者で休養を十分に取れて 

いる人の増加 

(平成 23 年度) 

67.8% 

 

増加傾向へ 

◆週労働時間 40 時間を超える  

雇用者の減少 

(平成 21 年度) 

18.5% 

 

16.5%以下 

 

意識して歩くなど身体活動や運動を増やそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆意識的に体を動かすことを  

心がけている人の増加 

男性 

  女性 

 

(平成 23 年度) 

71.1% 

71.5% 

 

 

75%以上 

75%以上 

◆日常生活における歩数の増加 

  男性(20～69 歳) 

  男性(70 歳以上) 

  女性(20～69 歳) 

  女性(70 歳以上) 

(平成 23 年度) 

6,142 歩 

3,986 歩 

5,441 歩 

3,179 歩 

 

7,700 歩以上 

5,500 歩以上 

7,000 歩以上 

4,700 歩以上 

◆15 分程度続けて歩いている 

65 歳以上の人の増加 

男性 

女性 

 

(平成 23 年度) 

57.9% 

53.9% 

 

 

58%以上 

54%以上 

◆65 歳以上で体力の衰えを心配 

する人の減少 

 

(平成 23 年度) 

52.7% 

 

 

53%以下 

◆65 歳以上で外出を控えている人

の内，足腰の痛みが理由の人の 

減少 

 

男性 

  女性 

 

 

 

(平成 23 年度) 

54.2% 

65.2% 

 

 

 

 

48.8%以下 

58.8%以下 

 飲酒の適量を知ろう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆節度ある適度な飲酒の知識の 

普及 

  男性   

女性 

 

(平成 23 年度) 

49.6% 

45.6% 

 

 

60%以上 

55%以上 

◆生活習慣病のリスクを高める量

を飲酒している人の割合の減少   

男性(2 合以上) 

女性(1 合以上) 

 

(平成 23 年度) 

22.3% 

20.4% 

 

 

20%以下 

18%以下 

 

未成年者の飲酒をなくそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆未成年者の飲酒をなくす 

  中学 3 年男子 

  中学 3 年女子 

  高校 3 年男子 

高校 3 年女子 

 

【参考値】 

本市の数値は把握できないため，   

北海道の現状値，目標値を代用 

(平成 23 年) 

8.0%(北海道) 

9.1%(北海道) 

21.0%(北海道) 

18.5%(北海道) 

 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

 

◆妊娠中の飲酒をなくす 

 

【参考値】 

本市の数値は把握できないため，国

の現状値，目標値を代用 

 

(平成 22 年) 

8.7%(国) 

 

 

0% 
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４ 歯の健康の分野 

 歯と口の状態に適したセルフケアと定期受診で歯の喪失を予防し， 

８０２０を目指そう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆１日に 2 回以上歯を磨く人の 

増加(20 歳以上) 

(平成 23 年度) 

75.4% 

 

80%以上 

◆歯と歯の間を清掃する補助用具 

(デンタルフロス，歯間ブラシ )  

使用者の増加 

40 歳(35～44 歳) 

50 歳(45～54 歳) 

 

 

(平成 23 年度) 

42.9% 

55.5% 

 

 

 

50%以上 

60%以上 

◆定期的な歯石除去や歯面清掃で

受診する人の増加 

 

60 歳(55～64 歳)，過去１年間 

 

 

(平成 23 年度) 

34.3% 

 

 

 

38%以上 

◆歯の喪失予防 

 

40 歳で喪失歯のない人の増加 

60 歳で 24 歯以上有する人の増加 

80 歳で 20 歯以上有する人の増加 

 

(平成 23 年度) 

42.0% 

34.9% 

24.4% 

 

 

56%以上 

40%以上 

27%以上 

◆口腔機能が維持されている人の

増加 

 

65～74 歳 

 

 

(平成 23 年度) 

89.2% 

 

 

 

90%以上 

５ たばこの分野 

妊娠中及び産後の喫煙をなくそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆妊娠中の喫煙をなくす 

 

(平成 23 年度) 

8.0% 

 

0% 

 

未成年者の喫煙をなくそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆未成年者の喫煙をなくす 

 

 

 

 

【参考値】 

本市の数値は把握不可 

 国の現状値，目標値を代用 

(平成 22 年度) 

中学 1 年生(国) 

男子 1.6% 

女子 0.9% 

 

高校 3 年生(国) 

男子 8.6% 

女子 3.8% 

 

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

 

 

 
歯や口の問題を放置せずに，かかりつけ歯科医に相談し， 

歯の健康維持のコツを身につけよう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆喫煙が歯周病に及ぼす影響に 

ついての知識を持っている人の 

増加 (20 歳以上) 

 

(平成 23 年) 

35.7% 

 

 

40%以上 

◆30 歳以上で歯や口に悩みや  

気になることがある人の減少 

 

(平成 23 年度) 

2 つ以上 

41.2% 

 

2 つ以上 

40%以下 

◆定期的な歯科検診の受診者の 

増加 

20 歳以上，過去 1 年 

60 歳(55～64 歳)，過去 1 年 

 

(平成 23 年度) 

32.7% 

36.1% 

 

 

38%以上 

40%以上 

◆歯周病を有する人の減少 

40 歳代(35～44 歳)で歯周病の

自覚症状を有する人 

 

60歳代(55～64歳)で歯周病の

自覚症状を有する人 

 

(平成 23 年度) 

37.1% 

 

44.5% 

 

 

 

30%以下 

 

39%以下 

喫煙が及ぼす健康への影響を減らそう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆禁煙・完全分煙対策を実施する公

共施設の増加 

 

医療機関(病院,診療所,歯科診療所) 

官公庁 

その他，多数の者が利用する施設 

 

 

(平成 23 年度) 

90.5% 

89.2% 

65.2% 

 

 

 

100% 

100% 

 89%以上 

◆健康づくりに関する活動に取り組

み，自発的に情報発信を行う施設

の増加 

  

  おいしい空気の施設登録件数 

 

 

 

(平成 23 年度) 

261 件 

 

 

 

 

400 件以上 

◆成人の喫煙率の減少 

  男性 

  女性 

(平成 23 年度) 

30.7% 

16.2% 

 

20%以下 

10%以下 

 

 

生活習慣の改善と歯質の強化で，子どものむし歯を予防しよう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆フッ化物洗口を行う幼児 

(4，5 歳児)の増加 

(平成 23 年度) 

47.3% 

 

50%以上 

◆間食として甘味食品，飲料を  

1 日 3 回以上飲食する習慣を   

持つ幼児の減少 

(平成 23 年度) 

26.9% 

 

24%以下 

◆3歳までにフッ化物塗布を受けた

ことのある幼児の増加(3 歳児) 

(平成 23 年度) 

58.6% 

 

70%以上 

◆ む し 歯 の な い 幼 児 の 増 加   

(3 歳児) 

(平成 23 年度) 

82.5% 

 

85%以上 

◆12 歳児(中学 1 年生)の一人平均  

むし歯数の減少 

(平成 23 年度) 

1.47 歯 

 

1.0 歯未満 
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６ 糖尿病・循環器病・がんの分野 

自分の健康状態をチェックし，健康づくりに取り組もう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆がん検診の受診率の向上 

胃がん 

肺がん 

大腸がん 

子宮頸がん 

乳がん 

(平成 23 年度) 

8.3% 

9.8% 

14.4% 

23.5% 

29.1% 

 

10%以上 

11%以上 

16%以上 

26%以上 

32%以上 

◆特定健診受診率・特定保健指導実

施率の向上 

 

  特定健康診査の受診率 

  特定保健指導の実施率 

 

 

 

 

(平成 22 年度) 

20.5% 

76.7% 

 

 

第 2 期旭川市国

民健康保険特定

健康診査等実施

計画に合わせて

設定 

 

(平成 25.3  

策定予定) 

◆悪性新生物(SMR)の低下 

 

(平成 12～20 年) 

男性 104.6 

女性 106.2 

北海道の現状値

レベルまで低下 

 

糖尿病につながる生活習慣を改善しよう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆日常生活における歩数の増加《再》 

男性(20～69 歳) 

  男性(70 歳以上) 

  女性(20～69 歳) 

  女性(70 歳以上) 

(平成 23 年度) 

6,142 歩 

3,986 歩 

5,441 歩 

3,179 歩 

 

7,700 歩以上 

5,500 歩以上 

7,000 歩以上 

4,700 歩以上 

◆メタボリックシンドローム 

該当者・予備群の減少《再》 

(市国保特定健診) 

 

(平成 22 年度) 

25.4% 

 

 

24.0%以下 

◆糖尿病有病者の増加の抑制 

(市国保のみ) 

(平成 22 年 

5 月統計) 

3,391 人 

 

 

3,800 人以下 

◆血糖コントロール指標における 

コントロール不良者の減少 

  (市国保特定健診) 

 

(平成 22 年度) 

0.7% 

 

 

0.6%以下 

◆合併症 (更生医療で人工透析を 

受けている人のうち，原傷名が 

糖尿病腎症・糖尿病等による人)

の減少 

 

(平成 23 年度) 

349 人 

 

 

430 人以下 

 

循環器疾患の原因となる脂質異常症，高血圧などにつながる 

生活習慣を改善しよう 

健康指標 
現状値 

※( )は基準時 

目標値 

(平成 34 年度) 

◆成人の喫煙率の減少《再》 

   男性 

   女性 

(平成 23 年度) 

30.7% 

16.2% 

 

20%以下 

10%以下 

◆食塩の摂取量の減少《再》 

 (成人１日当たり) 

 

(平成 22 年度) 

男性 11.9g 

女性 9.8g 

 

男性 9g 未満 

女性 7.5g 未満 

◆脂質異常症の減少 

(市国保特定健診) 

   男性 

   女性 

 

(平成 22 年度) 

9.4% 

13.3% 

 

 

7%以下 

10%以下 

◆高血圧の改善 

収縮期血圧の平均値 

(市国保特定健診) 

男性 

女性 

 

【参考値：拡張期血圧の平均】 

男性 

女性 

 

 

(平成 22 年度) 

130mmHg 

127mmHg 

 

 (参考) 

77mmHg 

74mmHg 

 

 

 

126mmHg 以下 

123mmHg 以下 

 

 

－ 

－ 

◆メタボリックシンドローム 

該当者・予備群の減少 

(市国保特定健診) 

(平成 22 年度) 

25.4% 

 

24.0%以下 

◆脳血管疾患(SMR)・虚血性心疾患

(SMR)の低下 

 

脳血管疾患(SMR) 

男性 

女性 

 

  虚血性心疾患(SMR) 

男性 

女性 

 

 

 

(平成 12～20 年) 

92.0 

87.3 

 

(平成 12～20 年) 

123.9 

108.9 

 

 

 

 

減少傾向へ 

減少傾向へ 

 

 

100 以下 

100 以下 

 

※注) SMR：年齢構成の異なる集団（地域間等）の死亡率を比較

するための方法で，標準とした集団の死亡率（通常は全国）

を 100 とした場合，当該市町村の死亡率はその何%に 

当たるかを示したもの。 
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